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令和７月１２月２６日
富　　　岡　　　町
富岡町複合商業施設維持管理運営業務指定管理者募集要領

富岡町複合商業施設の指定管理者を次のとおり募集します。
［募集の目的］
公の施設管理については、平成１５年６月の地方自冶法（同年９月施行）により、効果的・効率的な管理運営による住民サービスの向上と経費の縮減を図ることを目的に「指定管理者制度」が創設されました。富岡町では、東日本大震災及び原子力発電所事故により避難する町民の帰還後の買物環境を整備するとともに、人々の賑わいを取り戻すため「富岡町複合商業施設」を公の施設として設置します。この設置目的を効果的に達成させるため、指定管理者制度を導入することとし、維持管理運営に係る提案を広く募集することにしました。
１　対象となる公の施設
（１）施設名　　富岡町複合商業施設
（２）住　所　　福島県双葉郡富岡町中央３丁目53番地ほか
（３）設置目的　町民の帰還後の買物環境の整備
（４）開館日　　平成29年４月
（５）施設等の概要
①敷地面積　　23,605.03㎡
②構　　造　　鉄骨造、地上２階
③建築面積　　7,213.80㎡
④延べ床面積　7,597.19㎡
	階数
	施　　設　　概　　要

	１階
	食品スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、地元飲食店、交流広場、事務所等

	２階
	事務所等


２　指定管理者に行わせる維持管理及び運営業務内容
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとします。ただし、これらの業務のうち清掃、警備等の事実上の業務を他の事業者に再委託することは差し支えありませんが、全部の業務を一括して他の事業者に再委託することはできません。詳細については、仕様書を参照して下さい。
＜維持管理業務＞
（１）警備保安業務
（２）設備保守管理業務
（３）環境衛生・清掃業務
（４）什器・備品保守管理業務
（５）修繕業務
＜運営業務＞
（１）商業者入退去支援業務
（２）施設運営管理業務
（３）自主事業
３　施設の管理運営方針
（１）町民の平等な利用を確保し、公平公正な施設の運営に努めること
（２）町民の買い物の利便性向上に寄与するよう常に心がけること。。
（３）施設の効率的な維持管理を行い、経費の削減に努めること
（４）適切な運営を行い、にぎわい創出に努めること。
（５）住民サービスの向上に努めること。
（６）施設において緊急事態が発生した場合は、利用者の安全確保及び施設の保全を図る
ため、迅速かつ適切な応急措置等の対応を行うこと。
（７）関係法令を遵守し、利用者の安全を確保すること。
４　施設の維持管理運営に係る基本的事項
（１）開館時間　　　午前８時から午後８時まで
（２）休館日　　　　不定休
（３）使用の許可及び使用制限
富岡町複合商業施設条例及び同施行規則の規定に基づき、町が行います。
（４）個人情報の取扱い
個人情報保護委員会発行の個人情報保護法ガイドラインに基づき、指定管理者にお
いても適切に取り扱いをしてください。
（５）守秘義務
指定管理者は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用することはで
きません。
５　指定の期間
令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間とします。ただし、管理することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。
６　指定管理業務に要する経費
（１）指定管理料
指定期間中に町が支払う委託料は次の予算額を上限とし、災害等の特別な場合を
除き原則として増額しません。
１５９，０００千円（３年間）　　/　　年間５３，０００千円
（２）指定管理料の対象
指定管理料の対象は次のとおりです。
①施設等の維持管理に要する経費
②施設等の運営に要する経費
（３）指定管理料の精算
指定管理業務を適切に実施する中で、自主事業収入の増加や経費の節減などによる
経営努力による剰余金は、原則として精算による返還を求めません。また、収入の減少など、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合であっても、原則として補てんは行いません。
７　町と指定管理者のリスク分担
町と指定管理者の責任分担は、次のとおりとします。ただし、次に定める事項に疑義を生じたとき又は次に定める事項にない責任が生じたときは、町と指定管理者が協議して責任分担を決定します。
	項目
	指定管理者
	町

	施設の維持管理及び保守点検等に要する経費
	〇
	

	施設の大規模修繕※に要する経費
	
	〇

	安全衛生管理
	〇
	

	事故、火災等による施設損傷の回復（指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの）
	〇
	

	事故、火災等による施設損傷の回復（町の責めに帰すべき事由によるもの）
	
	〇

	施設利用者の被災責任
（施設の設置瑕疵に起因するもの）
	
	〇

	施設利用者の被災責任
（施設の管理運営に起因するもの）
	〇
	

	施設賠償責任保険への加入
	
	〇

	包括的な管理責任
	
	〇


※大規模修繕とは、建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕をいい、設備に関しては、機器、配管、配線の全面的な更新を行う修繕をいう「建築物修繕措置判定手法（（旧）建設大臣官房官庁営繕部監修）」（平成５年版）の記述に準ずる
８　応募資格
（１）法人であること。
（２）法人又はその代表者が、次に該当しないこと。
ア　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す
る者
イ　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者　　
ウ　本町における指定管理者の指定手続において、その公正な手続きを妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
エ　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にある団体
オ　国税及び地方税を滞納している者
カ　指定管理者による施設の管理を地方自治法第９２条の２、第１４２条及び第１８０条の５第６項に規定する町に対する請負とみなした場合において、当該各条のいずれかに規定する兼業禁止の規定の適用を受けることになる者
（３）施設の運営と事業の展開に理解と熱意を持ち、指定期間中、効率的かつ安定した運営を行うことができること。
（４）施設の管理に必要な免許を有すること。ただし、外部に委託する場合は、委託先が資格及び免許を有していること。
９　公募等のスケジュール
（１）募集要領の配布
ア　配布期間　　令和７年１２月２６日（金）～令和８年１月３０日（金）
（土日、祝祭日は除く）
イ　配布時間　　午前８時３０分から午後５時まで
ウ　配布場所　　富岡町役場　産業振興課
〒979-1192　福島県双葉郡大字本岡字王塚６２２番地の１
電話　0240-22-9009　　FAX　0240-22-0899
（２）図面の閲覧
ア　閲覧期間　　令和７年１２月２６日（金）～令和８年１月３０日（金）
（土日、祝祭日は除く）
イ　閲覧場所　　富岡町役場産業振興課
ウ　手　続　　　図面の閲覧を希望する者は、事前に産業振興課に電話等で連絡してください。
（３）募集に関する質問
ア　受付期間　　令和７年１２月２６日（金）～令和８年１月２３日（金）
午前８時３０分から午後５時まで（郵送の場合は必着）
ただし、土日、祝祭日は除く
イ　受付方法　　様式第１号に記入の上、受付期間内に郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかで上記９の(1)のウ宛に提出してください。
ウ　回答方法　　質問に対する回答は、募集要領を配布したすべての団体に対し情報提供します。
（４）施設内覧
ア　受付期間　　令和８年１月５日（月）～令和８年１月２３日（金）
イ　手　　続　　受付期間内に上記９の(1)のウ宛に電話連絡してください。
事務局と日程を調整し随時対応します。（土日、祝祭日は除く）

（５）申請書類等の提出
ア　受付期間　　令和７年１２月２６日（金）～令和８年１月３０日（金）
イ　受付時間　　午前８時３０分から午後５時まで
ウ　受付場所　　配布場所と同じ
エ　提出方法　　受付場所に直接持参してください。なお、提出後は、軽微な変更を除き、記入内容を変更することはできません。
（６）企画提案会は令和８年２月５日（木）　１４時以降に開催します
詳細は順次連絡いたします。
（７）　富岡町指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行う選定結果の通知選定委員会において、本要領１１の審査基準に基づき審査を行い候補者を選定し、令和８年２月中旬を目途に通知する。
（８）選定結果の公開
選定委員会の審査結果については、必要な事項を公表します。
（９）選定審査対象外
次の要件に該当した場合は、審査の対象から除外する。
ア　提出書類に偽の記載があった場合
イ　本要項に違反し、又は著しく逸脱した場合
ウ　提出期限までに必要な書類が揃わなかった場合
エ　その他不正行為があった場合
（１０）再募集
審査の結果、候補者として選定すべき応募者がいないときは、再募集する場合があります。
（１１）指定管理者の指定及び協定書の締結
選定された指定管理者の候補者は、富岡町議会の令和８年３月定例会に議案を提出の上、議決後に協定を締結する予定です。
１０　申請の際に提出する書類の内容
次の(１)から(２)までの書類を各１０部（１部は製本しないこと）及び電子データを提出してください。
なお、提出書類は、やむを得ない場合を除き、原則として日本工業規格Ａ列４番とし、ファイル等に閉じて提出すること。
（１）指定管理者指定申請書（様式第1号）
（２）手続規則第４条第２項の添付書類
ア　事業計画書（様式第２号）
イ　定款、寄付行為又はこれらに準ずる書類
ウ　法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
エ　法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類
オ　申請の日の属する事業年度の前年度(令和６年度)における事業実績書、貸借対照表、損益計算書、財産目録その他経営状況を明らかにすることができる書類
カ　申請の日の属する前年度(令和６年度)の事業計画書、及び収支予算書その他業務の内容を明らかにすることができる書類
キ　その他必要と認める書類
法人以外の団体にあっては、団体の規約、構成員名簿
団体又はその代表者が、申請資格を持たない者に該当しない旨の申立書（様式第
３号）３ヶ月以内に発行された国税及び地方税の納税証明書（納税義務者でない
場合、「未納の税額が無いことの証明書」）

























１１　審査基準等
指定管理者の候補の選定は、富岡町行政手続条例（平成8年条例第１号）第5条の規定による基準に基づき、選定委員会において審査方法を定め、選定基準に基づき応募書類の審査を行い、候補者を選定する。
なお、審査基準ごとの個別審査内容は、概ね次のような内容です。
	審査の基準
	個別審査項目

	１　町民の平等な使用の確保及びサービス向上の確保
	・施設の設置目的に合致した理念及び運営方針
・施設利用に関する公平性を維持する考え方及び方策
・利用者からの苦情に対する対応策
・個人情報保護、情報公開、行政手続き等の順守体制に
ついての措置

	２　計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
	・施設の設置目的に適した事業計画となっているか
・施設の老朽化や利用状況の変化を踏まえた点検計画・
予防保全、修繕・更新の優先順位付けの管理体制につ
いて
・入居者（商業者）と連携したサービス向上を実現する　
具体的な計画、利用者増への取り組みがあるか
・利用者並びに入居者が安全かつ快適に、常に気持ちよく施設を利用できるよう、QSC（品質・サービス・清潔さ）の考え方を踏まえた清掃等の業務内容、実施方法及び管理体制について
・自主事業計画

	３　管理運営を安定して行う人的及び物的能力を有しており、又は確実に確保できる見込みがあること。
	・申請者の安定性（経営状況）、信頼性（経験と実績）
・人的能力（維持管理・運営体制）
・緊急対応体制
・自己評価の実施体制

	４　収支計画書の内容が、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
	・収支の計画が適正かつ実現可能であること
・経費縮減のための工夫や効率的な運営の仕組み

	５　その他
	1～４以外で特にＰＲできること。


※管理費用基準額以上若しくは収支計画書から判断し、著しく実現性を欠くと認められる場合は、失格とする。




１２　協定に関する事項
選定委員会で選定された候補者について、町議会の議決を得た後、指定管理者としての指定を行う。
この指定と同時に、管理に係る細目的事項、町が支払うべき管理費用の額等を最終的に定めるため、町と被指定者は「協定」を締結し、協定書を作成する。
この場合、指定期間を通じての基本的な事項を定めた「包括協定」及び、年度ごとの事業実施に係る事項を定めた「年度別協定」を締結することとする。
（１）包括協定
ア　指定期間
イ　業務に関する基本的事項
ウ　町が支払うべき管理経費に関する基本的事項
エ　減免の取扱いに関する事項
オ　管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
カ　事業報告・業務報告に関する事項
キ　指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
ク　リスク管理・責任分担に関する事項
ケ　その他
（２）年度別協定
ア　当該年度の業務内容に関すること
イ　当該年度に町が支払うべき委託料に関する事項
ウ　その他
１３　業務報告等
（１）月間業務報告
毎月の管理業務の実施状況及び利用状況について、翌月の１０日までに提出するものとする。
（２）年間業務報告
毎年度終了後１か月以内に事業報告書を作成し、提出するものとする。事業報告書の記載事項は、次のとおりです。
①管理業務の実施状況及使用状況
②使用料金の収入の実績
③管理に係る経費の収支状況
④指定管理者の施設における職員の出退勤管理表
⑤施設の改善すべき事項がある場合の報告書
⑥その他の管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項
（３）事故報告
施設において事故等が発生したときは、速やかに事故報告書を提出するものとする。
１４　監督
町は指定期間中に指定管理業務の良好な管理状況を確保するため、その管理業務及び経理の状況について報告を求め、実地に調査を行います。
指定管理業務が適正に行われていないと判断した場合、改善等必要な指示を行い、改善されないときは、管理業務の全部又は一部の停止や指定取り消しの処置を執ることがあります。
１５　その他
（１）提出された応募書類は、返却いたしません。また、指定管理者候補者の選定以外の用途には使用しません。
（２）提出された応募書類は、情報公開の請求により、非公開とすべき個人情報等を除き公開することがあります。
（３）応募に関しての必要となる費用は応募者の負担とします。

１６　問い合わせ先
富岡町役場　産業振興課
〒963-0201　福島県双葉郡大字本岡字王塚６２２番地の１
電話　00240-22-9009　　FAX　0240-22-0899
Ｅ―ｍｉｌ　tom0600-001@tomioka-town.jp
